
 

 

 

 

   ※年に３回配付する「 教育情報 いび 」もご覧ください。（第１回は５月に配付予定） 

  教育センターはこんなところです 

 

 

 

 

 

  

 

揖斐郡教育センターの組織と仕事分担・・・揖斐郡教育研修センターでは揖斐郡の教育の推進
発展を図るための次の仕事に取り組んでいます。 
（教育センター職員の担当分掌・・・ご質問・ご相談がある場合は担当主幹にお尋ねください。） 

揖斐郡教育会         会長   郡教育長会会長・大野町教育長 
揖斐郡教育研修センター   所長   大野町教育委員会学校教育課長 
 
＜主幹①＞ 
 教育センターの運営に関する諸会議（教育長会、教育会理事会、校長会、センター運営委員会、セン
ター役員会） ＜大野町担当・・・町校長会、町研等への参加＞ 

 郡研究総会（令和３年度は集合総会は中止 研究発表等はオンラインで実施） 
 科学作品展・社会科課題追究作品展、ふれあい作品展 
 郡教育研究員派遣事業（令和３年度は中止 令和４年度再開） 
 教育研究実践論文（審査会、研究発表、論文集、執筆者研修会の企画・運営） 
 Web会議システムの管理、運用（チームズによるオンライン会議等） 
 郡学校保健会関係 
学校保健会理事会（令和４年度県学校保健研究大会準備会を含む） 
歯の健康優良児童審査（令和３年度は学校ごとに実施（要項送付済）） 
学校環境衛生活動（令和３年度は中止） 

  三師会と養護教諭との交流    いびの子のからだ 
 
＜主幹②＞  
 教育相談事業（ほほえみ教室関連等） 
 図工・美術作品展 
 郡行事調整委員会、郡行事・研修事業予定表の作成 
 HPおよび授業ライブラリー管理 
 ＜揖斐川町担当・・・町校長会、町研等への参加＞ 
 揖斐郡ＰＴＡ連合会（・企画委員会、評議員会、研修会等） 
 西濃地区ＰＴＡ連合会事務局 
 
＜主幹③＞ 
 体育主任会等との連絡調整 
 教職員夏期研修講座の企画、運営 
 読書感想文コンクール 
 岐大教職インターン制度 
 広報活動  三町広報誌：年３回、 
 教育情報「いび」（年３回発行） 
 ＜池田町担当・・・町校長会、町研等への参加＞ 
 郡体育協会 
 ・郡体育大会の実施     ・ぎふ清流駅伝への参加 
・郡駅伝大会の実施     ・郡体協表彰式 

 ・郡ｽﾎﾟｰﾂ懇談会の実施 
 

揖斐郡教育研修センター通信 ② R3.4.15 

揖斐郡教育研修センターは、揖斐郡教育の今日的な課題をふまえ、 
学校教育・社会教育の研究及び研修及び揖斐郡の教育の振興のための諸事業を行っている「揖斐
郡教育会」の目的の具現のために、諸事業の適切な運営を通して、本郡教育の一層の充実・振興
に取り組むなど、学校教育・社会教育の両面で揖斐郡の教育の推進発展を図ることを目的として
います。 

 

＜揖斐郡教育研修センターの連絡先＞ 
電 話 0585-44‐1261 
ＦＡＸ 0585-44‐1263 
e-mail k21400@mx.gifu-net.ed.jp 

 



＜事務職員＞ 
 郡教育会会計事務（予算編成・決算報告）、センター事業の会計事務、教研支部の会計事務 
 施設管理、事務機器管理、庶務（文書の受発事務、職員事務、銀行関係事務、印刷等、センター研修室利用管理） 
 郡学校保健会会計、郡ＰＴＡ連合会会計、郡体育協会会計  
 
＜非常勤教育相談員＞３名の教育相談員で担当  
 適応指導教室の指導 

 

 

 

 

 

（１）科学作品展・社会科課題追究作品展について 

(1) 科学作品展 

９／４（土）～５（日） 

※展示室の換気の確保を優

先し、展示できる作品数を限

定する場合もある。 

 ※今後状況を見て検討 

会  場：大野町総合町民センター ２階 大会議室、第 1会議室 

応募部門：研究の部、採集の部、科学工作の部 

会場準備・作品搬入：９月２日（木） 

審査：９月３日（金）（午後 1時 30分までに終了） 

搬出：９月７日（火）午後 

・作品展準備会を６月１日に開催し,出品作品基準や手続の徹底を図る。 

※コロナワクチン接種により会場がこれまでよりも狭くなるため、展示数を限定する。 

 

社会科課題追究作品展 

９／４（土）～５（日） 

※展示室の換気の確保を優

先し、展示できる作品数を限

定する場合もある。 

  

会  場：大野町総合町民センター ２階 第２、第３会議室 

応募部門：課題追究学習の部 

会場準備・作品搬入・審査：９月１日（水）午後 

搬出：９月７日（火）午後 

【確認事項】 

・作品展準備会を６月１日に開催し,出品作品基準や手続の徹底を図る。 

・審査日を科学作品の前日に実施する。 

・校内審査を実施し、入選以上と思われる作品を「各校５点以内」で出品する。ただし、５点を超え

る場合には､取り組み総数の２割程度までは出品を認める。（※今後検討） 

※コロナワクチン接種により会場がこれまでよりも狭くなるため、展示数を限定する。 

 科学作品展及び、社会科課題追究作品展は校長会研修部の担当の校長先生、それぞれの嘱託主任、各校

の科学作品展の担当の先生、各町の社会科課題追究作品展の先生方と郡教育研修センターが連携して進

めます。（６月１日（火）に科学・社会作品展の担当者会を行います。 

 今後のコロナウィルス感染症の状況を見極ながら作品展の持ち方を変更する場合があります。 

 

（２）歯の健康優良児審査について 
 既に各校にはメールで要項を送付しておりますが、本年度の歯の健康優良児の審査は次のように実施しま

す。 

 各校で歯科検診後に、歯の優良児童を６年生から２名以内(男女は問わない)で選出していただき、揖斐

郡学校保健会事務局に報告していただく。(様式１) 

 揖斐郡学校保健会で表彰状を作成し、該当校に送付する。 

 各学校で伝達表彰を行う。（※ 実施時期は、各校の歯科検診にあわせて対応する。） 

 

（３）令和３年度中止となるセンター関連行事について 
 次の行事は令和３年度は中止または持ち方がかわります。 

 教育研究員派遣事業・・・令和３年度は中止 令和４年度より 

再開します。 

 学校環境衛生活動、郡学校保健研究総会は令和３年度は中止です。 

 また令和４年度に揖斐郡で実施される県の学校保健研究大会に 

向けての準備を学校保健会理事会の中で行っていきます。 

 郡教育研修総会は集合型の総会は行わず、WEBによる表彰や研究 

発表を工夫して実施したいと考えております。 

令和３年度のセンター行事について 

年度がかわりましたので５月
に入りましたら事前に連絡し
た上で TEAMSの受信テストを
実施したいと思います。ご協
力お願いいたします。 


